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研究成果の概要（和文）：本研究は、10 代で出産した子育て家庭が妊娠期から出産・子育て期
にどのような困難を抱え、福祉的な支援を必要としているのか、また効果的なのかを検討した。
成果は、大きく次の３点にまとめられる。第１に日本と韓国の 10代で妊娠・出産・子育てをし
ている親の実態を明らかにした。第２に日本と韓国の母子保健、児童福祉現場で、若年子育て家
庭支援にかかわっている専門家の支援状況と課題意識を明らかにした。第３に上記１・２をふま
え、10代子育て家庭と家庭への妊娠期からの継続した福祉的支援システムの提案へ向け、モデル
事業を実施し、固有施策化の可能性を検討した。 
 

研究成果の概要（英文）：The purpose of this paper is to analyze the issues of pregnancy, 

birth and child-rearing of teenage being related to increasing the number of young 

lone-mother families in Japan. 

This study has revealed three things. The first thing is to reveal the realities of 

pregnancy, birth and child-rearing of teenage in Japan and South Korea. The second thing 

is to reveal specialist’s child-rearing support systems for young parents in maternal 

and child health and in child welfare of Japan and Korea, and problems to be solved. Third 

thing is to reveal that it is necessary to have family policy for young parents.  
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る 10 代親家庭の子育て問題に対して、実態

把握が十分になされているとはいいがたい。

また、支援策についてみると、妊娠期支援を

主に担ってきた母子保健・産科分野と、出産

後の保育や子育て支援、母子家庭支援などの

福祉分野との共同研究が十分になされてい

るともいいがたい。その結果、10代親家庭に

対して必要な援助の具体的な検討が急務で

ある。 

国際的に見ると、欧米諸国では10代の未婚

母子家庭が急増し、社会問題になって久しい。

一方、日本における10代未婚母子家庭の増加

は、欧米ほどの速度では見られないものの、

10代で出産する女性の多くは、結婚を決める

前に妊娠する割合が多く、近年の母子家庭の

低年齢化現象と深く関連していると考えら

れる。厚生労働省母子家庭等調査の1998年調

査と2007年調査を比べると、母子家庭数は急

増し（2003年調査結果、2007年調査では数値

なし）、母子家庭になった時の状況では、20

代の母の割合が増加し、平均年齢は34.7歳が

31.8歳に下がっている。 

日本における 10代の出産の実態について、

1997 年とピーク時 2002 年の 6 年間の出生数

を母親の年齢階級別にみてみると、15～19歳

では 29％、16,598 人だった出生数が 21,349

人と急増している。2005 年には約 10 年前と

ほぼ同じ数の 16,531 人になり、数年やや減

少傾向にあったものの、1990年後半から 2000

年代前半の変化、そして、欧米諸国など国際

的な動向からすれば、今後は 10 代の妊娠・

出産について増加の可能性も含めた対策の

検討が必要である。 

近年の日本では、20世紀終わり以降、子育

て支援、少子化対策が進行し、地域における

在宅子育て支援が展開されてきた。しかし、

10代親家庭を対象とした支援はほとんど見

られず、母子家庭数の増加、さらには低年齢

化を前に、10代の妊娠・出産・子育ての実態

をふまえた、10代の妊娠・出産・子育ての継

続した福祉的支援システム開発は、重要課題

であると考えなければならない状況であっ

た。本研究は、これまでの母子保健・産科等

での先行研究をふまえ、深刻化する10代の若

い親の妊娠・出産・子育ての実態把握と、そ

れをふまえた妊娠期からの継続した福祉的

支援システムを提案しようと考えた。 

 

２．研究の目的 

母子家庭の急増、低年齢化のなかで、10代の

妊娠・出産・子育ての実態把握と、それをふ

まえた 10 代の妊娠・出産・子育てへの継続

した福祉的支援システム開発を目的とした。 

 

３．研究の方法 

第 1に、日韓の 10代の妊娠・出産・子育て

に関する基礎文献と基礎調査の収集・分析。

第２に、日韓両国の実態の共有化を図るため

に、日韓の研究メンバーが相互に日本と韓国

で共同研究会を開催し、施設･機関を訪問す

るとともに、制度政策研究を進めた。さらに、

日本での基礎調査を以下の図１に示すよう

に１つは児童養護施設や児童自立支援施設

などの児童福祉関係者を対象とした調査、と

２つには地域での「支援型調査」という形で

実施した。   

倫理的配慮については、社会福祉学会の倫

理規定を順守し、東洋大学の倫理委員会での

審査を受け、調査協力者からは同意書を取っ

て調査を実施した。 

地域調査では、基礎自治体と協力して、母

子健康手帳の取得段階からの協力を得て、日

本における 10代母親の妊娠・出産・２歳ま

での養育実態を個別相談を含めて継続的に

行いながら、半構造化インタビュー方式で明

らかにしていくという「支援型調査」を提案



 

 

し、実施した。調査協力を当事者から得て、

その実態を明らかにするという方法を開発

した。また、その結果を踏まえ、当事者グル

ープについて、地域と大学内に設置したスペ

ースでのグループ支援を行うモデル事業を

実施し、子育て実態について継続調査を実施

した。 

 

図１：日本における 10代母親支援の構造 
 

４．研究成果 

児童福祉施設職員調査では、東京都の児童

養護施設と児童自立支援施設の職員に対し

て、当該施設利用の子どもの保護者で 10 代

出産のケース、当該施設を利用した子どもの

退所後に 10 代で出産したケース、母子生活

支援施設利用の 10 代親のケースという３つ

の方法で実態を明らかにするためのアプロ

ーチを行った。 

児童福祉施設調査での当事者調査は、様々

な方法で協力を求めようとしたが、実現する

ことが困難であり、本当事者調査は１ケース

にとどまった。 

よって研究では、調査への協力が得られた

施設の職員への聞き取り調査による、10 代親

になっていく過程と支援課題について調査

を実施した。10 代親は 10 代の子どもである

一方で親でもあるという二重性の中で、「子

ども」としての側面を理解したうえで「親」

としての側面を評価し、10代親が「子ども」

から「大人」への成長を支援していくという

支援課題を明らかにした。母子生活支援施設

調査からは、施設による固有の支援の必要性

を指摘した。 

相談支援型地域調査については、千葉県八

千代市の協力を得て、10 代親が、母子健康手

帳を取得するときに協力要請をして携帯電

話でメールや電話で相談支援型調査を実施

した。合計 19名の 10代で出産した母親の了

解を得て、保健センターや子育て支援センタ

ーで、研究分担者が面接調査と共感的な子育

て支援をしてきたが、13 人に対し、妊娠期か

ら子育て期にそれぞれ１～５回の面接調査

を行った。また、これらの人への支援として、

グループを組織し、自治体の子育て支援セン

ターで集い、活動するモデル事業を開発し、

その方法を使って子育て支援センターを利

用して３回の集いを実践した。この実践を行

うにあたっては、東洋大学人間科学総合研究

所内で実施してきた 10 代親子グループ活動

をモデルにしている。オンライン・オフライ

ンで活動してきたこのグループに、２カ月に

１回程度親子の出会いの場を提供し、保育士

が継続的に母親たちの子育ての気持ちに寄

り添い、子どもたちと遊ぶなどして活動を支

えてきたものである。その活動の中で、入れ

替わりながらも毎回６組程度の親子が参加

し、０歳から３歳の子どもたちと親が成長し

ていく様子、集団・母親同士の関係の変容を

観察・分析し、また、時折に遭遇する生活や

子育て課題やその乗り越え方に寄り添って

継続的に調査して、支援課題と方法の検討を

してきた。 

こうした相談支援型調査を継続すること

で、まったく実態が分からなかった 10 代親
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の子育てと暮らしの実態を明らかにし、支援

方法の一部を明らかにすることができた。特

に自分と違う意見を受け入れにくい 10 代親

の特徴を踏まえて、どの時期に、子育て支援

や暮らしの支援を語るのか。また行政事業へ

の申し込みをスムーズに進めるためのサポ

ートの仕方などを明らかにすることができ

た。 

韓国では、研究開始当初から研究最終年の

４年間の中で、韓国社会における 10代出産・

子育て・就業支援への政策的位置づけも大き

く変化が見られた。 

研究当初は 10 代親支援への政策的位置づ

けも小さく、養子制度の中でこのイシューが

捉えられていた。そのため、10 代親出産のケ

ースは、養子ケースがほとんどであるとの認

識が強く、10 代親支援の全体像把握や事例調

査実施に大きな困難を伴うことが予想され

た。 

しかしながら、本研究４年間の中で、10代

親支援（青少年未婚母）が政策課題となり、

状況は大きく変わっていった。すなわち、養

子制度の枠内で 10 代出産を捉えるのではな

く、養子に出さずに自分で生み育てる養育親

も一定数存在しており、その実態把握に、国

立研究機関や研究者らが実態調査に乗り出

した。政府よりも民間の支援が先行している

ことから、研究後半では、民間団体の全面的

な協力を得て、10代ひとり親家庭への事例継

続調査を実施することが可能となった。 

本研究による知見は次の４点である。

(1)10 代母親の支援は「原家族だのみ」であ

り、(2)家族や地域からの支援が受けられな

い場合は、子どもを児童福祉施設に入所させ

るか、きわめて不安定な養育状況にあるとい

うこと、(3）個別相談とグループ支援を合わ

せた「支援型調査」により、支援方法の有効

性と支援に際しての特別な配慮の必要性を

あきらかにすることができた。また、(4)韓

国はひとり親となった母子生活支援施設と

の協力のもとに、継続的な調査を実施するこ

とができ、両国の比較分析により、「青少年

ひとり親」と政策対象が明確化してきた韓国

に対し、日本は 10 代親の政策課題認知レベ

ルで弱いことを示した。 
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Convention within Japanese Public Welfare、The 

Present and the Future of Asian Children’s 

Rights 2009 International conference 
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